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(57)【要約】
【課題】　取付部と被取付部との位置精度にバラツキが
生じた場合であっても、取付部が被取付部の内部にてス
ムーズに回転し、反射ミラーの回転動作に悪影響を与え
る虞のないミラーユニットを提供する。
【解決手段】　樹脂からなる基板４３の前面部４４に反
射膜４４ａが形成された反射ミラーである凹面鏡４１を
少なくとも有し、基板４３の一側面部４６に凹面鏡４１
をハウジング５０に設けられた被取付部５４ａに取り付
けるための取付部４７を設け、取付部４７には、取付部
４７が被取付部５４ａに取り付けられた際に、取付部４
７に作用する応力を吸収する応力吸収部４７ａが設けら
れている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂からなる基板の前面部に反射膜が形成された反射ミラーを少なくとも有し、
前記前面部を除いた前記基板の所定箇所に前記反射ミラーを被取付部に取り付けるための
取付部を設け、
前記取付部には、前記取付部が前記被取付部に取り付けられた際に、前記取付部に作用す
る応力を吸収する応力吸収部が設けられてなることを特徴とするミラーユニット。
【請求項２】
樹脂からなる基板の前面部に反射膜が形成された反射ミラーと、前記反射ミラーを保持す
る保持部材とを少なくとも有し、
前記基板との当接箇所を除いた前記保持部材の所定箇所に前記保持部材を被取付部に取り
付けるための取付部を設け、
前記取付部には、前記取付部が前記被取付部に取り付けられた際に、前記取付部に作用す
る応力を吸収する応力吸収部が設けられてなることを特徴とするミラーユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドアップディスプレイ等の表示装置に用いられるミラーユニットに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示光を反射させる反射ミラーを有するミラーユニットを用いた表示装置として
は、ヘッドアップディスプレイがあり、例えば特許文献１に開示されている。かかる特許
文献１に記載のヘッドアップディスプレイは、車両のインストルメントパネル（以下、イ
ンパネと言う）内部に取り付けられており、表示装置が発する表示光を車両のフロントガ
ラス（投影部材）に投影し、車両の利用者（運転者）に対し虚像を表示するものである。
【０００３】
　前述した表示装置は、光源と、この光源の発光に伴い表示光を発する表示器と、この表
示器が発する表示光をフロントガラス側に反射させるためのミラーユニットと、光源と表
示器とミラーユニットとを収容する収納部及びミラーユニット（前記反射ミラー）によっ
て反射された表示光を透過させる透光部を有する合成樹脂からなるハウジングとから主に
構成されており、反射ミラーによって反射された表示光を前記透光部を通じてフロントガ
ラスに投影し、虚像を表示するものである。
【０００４】
　そして、表示装置の一構成部品であるミラーユニットは、反射ミラーである凹面鏡と、
この凹面鏡を所定の回転軸線を中心として回転駆動させ、凹面鏡の傾斜角度を調整する駆
動手段とを有し、この場合、駆動手段はステッピングモータと、このステッピングモータ
の駆動軸先端に装着される出力ギヤとから構成され、適宜固定手段を用いてハウジングに
固定されている。
【０００５】
　凹面鏡は、その母材となる基板と、この基板の前面部（表示器と向かい合う面）に形成
された反射膜とを備えている。基板は、所定の板厚を有するポリカーボネート等の合成樹
脂からなり、略矩形状に形成され、その前面部と前面部とは反対側となる背面部とが所定
の曲率を有する凹状の曲面をなすように成形される。
【０００６】
　また、この場合、基板の長手方向と直交する方向の側面箇所となる基板の両側面部には
、円柱形状からなる軸部がそれぞれ突出形成され、さらにこれら２つの軸部のうち一方の
軸部先端には歯車部が設けられている。２つの軸部は、その軸線がともに前記回転軸線に
一致するように両側面部から外方に向けて突出形成され、歯車部は、ステッピングモータ
の駆動軸先端に装着された出力ギヤと噛み合うように基板に一体形成されている。
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【０００７】
　なお、２つの軸部のうち歯車部の形成されない他方の軸部（取付部）は、ハウジングに
設けられた窪み形状からなる被取付部に取り付けられることで、ミラーユニットがハウジ
ングに装着される。このとき、窪み形状からなる被取付部の開口寸法は、他方の軸部の径
寸法と略等しくなっている。
【０００８】
　一方、反射膜は、アルミニウム等の金属からなり、蒸着法等の手段により基板の前面部
に形成される。従って、反射膜形成後の凹面鏡の前面部は、凹状の曲面（つまり凹面）か
らなる反射面となる。このように基板の前面部に反射膜が形成された凹面鏡は、表示器が
発した表示光を拡大し、この拡大された表示光を前記透光部を通じてフロントガラスに投
射する機能を有する。
【０００９】
　そして、ステッピングモータが駆動すると、ステッピングモータによる駆動力が、出力
ギヤを介して歯車部に伝達する。かかる歯車部への動力（駆動力）の伝達に伴い、歯車部
が軸部の軸線（つまり前記回転軸線）を中心として回転し、これにより凹面鏡が、前記回
転軸線を中心として所定角度だけ回転する構成となっている。このように凹面鏡の傾斜角
度が変化することで、表示光のフロントガラスに対する投射方向を調整することができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－２７８１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した特許文献１に記載の表示装置に備えられるミラーユニットの場合、凹面鏡（反
射ミラー）の母材となる基板の一側面部に設けられた円柱形状からなる前記他方の軸部（
取付部）が、ハウジングに設けられた窪み形状からなるとともに前記他方の軸部の径寸法
と略等しい開口寸法を有する被取付部に取り付けられることで、凹面鏡が前記回転軸線を
中心として所定角度だけ回転できるようにミラーユニットをハウジングに装着した構成と
なっている。
【００１２】
　ところで、凹面鏡の母材である基板や表示装置の外装ケースを構成するハウジングは、
ともに合成樹脂材料からなり、射出成形によって成形されることから、基板やハウジング
成形時の成形誤差に起因して、基板の一側面部に設けられた前記他方の軸部（取付部）が
、相手側となるハウジングに設けられた被取付部にぴったり嵌らず、前記他方の軸部にお
ける外周部の一部が、被取付部の内壁部を押し付けるように前記他方の軸部が被取付部に
組み付けられてしまう場合があった。
【００１３】
　このように、成形誤差に伴う前記他方の軸部（取付部）と被取付部との位置精度のバラ
ツキによって、前記他方の軸部における外周部の一部が被取付部の内壁部を押し付けるよ
うに前記他方の軸部が被取付部に組み付けられてしまうと、前記他方の軸部には本来は働
くべきではない不慮の応力が作用し、これにより反射ミラーの回転動作時に、前記他方の
軸部は、その前記外周部が被取付部の内壁部と接触しながら被取付部の内部を回転移動す
ることになるため、前記他方の軸部の被取付部内でのスムーズな回転が阻害され、反射ミ
ラーの回転動作に悪影響を与えてしまうという問題点があり、この点で更なる改良の余地
が残されていた。
　そこで本発明は、前述の課題に対して対処するため、取付部と被取付部との位置精度に
バラツキが生じた場合であっても、取付部が被取付部の内部にてスムーズに回転し、反射
ミラーの回転動作に悪影響を与える虞のないミラーユニットの提供を目的とするものであ
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る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、樹脂からなる基板の前面部に反射膜が形成された反射ミラーを少なくとも有
し、前記前面部を除いた前記基板の所定箇所に前記反射ミラーを被取付部に取り付けるた
めの取付部を設け、前記取付部には、前記取付部が前記被取付部に取り付けられた際に、
前記取付部に作用する応力を吸収する応力吸収部が設けられてなることを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、樹脂からなる基板の前面部に反射膜が形成された反射ミラーと、前記反
射ミラーを保持する保持部材とを少なくとも有し、前記基板との当接箇所を除いた前記保
持部材の所定箇所に前記保持部材を被取付部に取り付けるための取付部を設け、前記取付
部には、前記取付部が前記被取付部に取り付けられた際に、前記取付部に作用する応力を
吸収する応力吸収部が設けられてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、初期の目的を達成でき、取付部と被取付部との位置精度にバラツキが
生じた場合であっても、取付部が被取付部の内部にてスムーズに回転し、反射ミラーの回
転動作に悪影響を与える虞のないミラーユニットを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態によるヘッドアップディスプレイの概略図。
【図２】同実施形態による表示装置の断面図。
【図３】図２中、ミラーユニットを拡大して示す図。
【図４】図２中、矢印Ａ方向から見たときの反射ミラーの正面図。
【図５】図４のＢ－Ｂ断面図。
【図６】同実施形態の変形例によるミラーユニットの断面図。
【図７】本発明の第２実施形態によるミラーユニットの断面図。
【図８】本発明の第３実施形態によるミラーユニットの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１実施形態）以下、図１～図５に基づいて、本発明のミラーユニットを車両用のヘッ
ドアップディスプレイに適用した一実施形態を説明する。
【００１９】
　ヘッドアップディスプレイは、図１に示すように車両１０のインパネ１１内部に配設さ
れた表示ユニットである表示装置１２が投射する表示光Ｌを投影部材である車両１０のフ
ロントガラス１３で車両１０の運転者（利用者）１４の方向に反射させ、虚像Ｖの表示を
行うものである。換言すれば、ヘッドアップディスプレイは、表示装置１２の後述する液
晶表示器から発せられる表示光Ｌをフロントガラス１３（前記投影部材）に出射（投射）
し、この出射によって得られた表示像（虚像）Ｖを運転者１４に視認させるものである。
これにより運転者１４は、運転席前方に表示される虚像Ｖを風景と重畳させて観察するこ
とができる。
【００２０】
　表示装置１２は、図２に示すように液晶表示器２０と、第１反射器３０と、ミラーユニ
ットである第２反射器４０と、ハウジング５０とから主に構成されている。
【００２１】
　液晶表示器２０は、配線基板Ｈに実装された発光ダイオードからなる光源２１と、この
光源２１からの照明光を透過して表示光Ｌを形成するように光源２１の前方側（真上）に
位置するＴＦＴ型の液晶表示素子２２とから主に構成される。このことは、液晶表示素子
２２の背後（直下）に光源２１が配設され、液晶表示素子２２は、光源２１から発せられ
る光により、所定情報（後述する表示すべき情報）を表示することを意味している。かか
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る液晶表示器２０は、表示光Ｌの出射側の面が第１反射器３０の後述するコールドミラー
に対向するようにしてハウジング５０内に設けられ、表示光Ｌの光軸が前記コールドミラ
ーに交わるような位置や向きにて固定保持される。
【００２２】
　また液晶表示素子２２は、図示しない素子駆動回路によって表示すべき情報（例えば車
両の速度やエンジン回転数）を、数値等で発光表示する。液晶表示器２０は、可視波長域
の光からなる表示光Ｌを出力するもので、例えば赤色光（主に発光波長域６１０～６４０
ｎｍ）を発する光源２１を適用することができる。なお、前記表示すべき情報は、車両の
速度やエンジン回転数に限らず、あらゆる表示形態を採用できることは言うまでもない。
【００２３】
　第１反射器３０は、コールドミラー３１と、このコールドミラー３１を所定の固定手段
を用いて取付固定するための固定部材３２とを有している。コールドミラー３１は、略矩
形状のガラス基板３１ａと、このガラス基板３１ａの片面（第２反射器４０の後述する凹
面鏡と向かい合う面）に形成された反射層３１ｂとからなるものである。かかる反射層３
１ｂは、膜厚が異なる多層の干渉膜からなるものであり、蒸着等の方法で形成されている
。また、コールドミラー３１は、液晶表示器２０（液晶表示素子２２）が発した表示光Ｌ
を、第２反射器４０（前記凹面鏡）側へ反射させるような位置に傾斜状態にて配設される
。
【００２４】
　なお、コールドミラー３１は、液晶表示器２０の発光波長域を含む可視波長域（４５０
～７５０ｎｍ）の光を高い反射率（例えば８０％以上）で反射し、前記可視波長域以外の
光を低い反射率で反射するものである。この場合、コールドミラー３１は、前記可視波長
域以外の特に赤外波長域の光（赤外線あるいは太陽光の熱線）を低い反射率（例えば１５
％以下）にて反射するものが適用される。なお、反射層３１ｂにて反射されない光は、コ
ールドミラー３１を透過するように構成される。また固定部材３２は、合成樹脂材料から
なり、ハウジング５０に固定されてなる。
【００２５】
　ミラーユニットである第２反射器４０は、図３に詳しく示すように、コールドミラー３
１からの表示光Ｌを反射させるべく、ハウジング５０内に傾斜するように配設された反射
ミラーである凹面鏡４１と、この凹面鏡４１を回転駆動させ、凹面鏡４１の傾斜角度を調
整する駆動手段４２とを備えている。
【００２６】
　凹面鏡４１は、樹脂（例えばポリカーボネート）からなる基板４３と、この基板４３の
前面部４４（つまりコールドミラー３１の反射層３１ｂと向かい合う面）に蒸着形成され
るアルミニウム等の金属からなる反射膜４４ａとを備え、前面部４４並びに前面部４４と
は反対側に位置する基板４３の背面部４５は、ともに所定の曲率を有する凹状の曲面（凹
面）となっている。なお、この場合、基板４３は、射出成形によって成形される。
【００２７】
　従って、この凹面として形成された基板４３の前面部４４に反射膜４４ａが形成される
と、前面部４４は、コールドミラー３１からの表示光Ｌをハウジング５０の後述する透光
性カバー側へ反射させるための光反射面となる。なお、凹面鏡４１は、反射膜４４ａの形
成された前面部４４（つまり前記光反射面）がコールドミラー３１並びに前記透光性カバ
ーに対向し、前記透光性カバーから臨める位置に傾斜状態にて配設される。
【００２８】
　また、基板４３の前面部４４に反射膜４４ａが形成された凹面鏡４１は、コールドミラ
ー３１からの表示光Ｌを拡大しつつ、前記透光性カバー（車両１０のフロントガラス１３
）側へ反射（投射）させるものである。このことは、凹面鏡４１が、コールドミラー３１
によって反射された表示光Ｌを拡大し、この拡大された表示光Ｌを前記透光性カバーを通
じてフロントガラス１３に投射することを意味している。
【００２９】
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　ところで、図４は、図２中、矢印Ａ方向から見たときの凹面鏡４１の正面図を示したも
のである。この場合、凹面鏡４１を正視したときの凹面鏡４１の外形形状は、図４に示す
ように略矩形状に形成され、凹面鏡４１の母材となる基板４３の長手方向と直交する方向
の一側面箇所（具体的には基板４３の上下左右にある４つの側面部４６のうち、図４中、
左方に位置する側面部４６）の略中央部には、この側面部４６から外方に向けて略円柱形
状からなる取付部である第１の軸部４７が突出形成されている。
【００３０】
　かかる第１の軸部４７は、その先端部が射出成形によって成形されるハウジング５０に
設けられた後述する被取付部に取り付けられる。また、前記先端部を除いた第１の軸部４
７の所定箇所（例えば第１の軸部４７の略中央部）には、肉薄に形成された略Ｕ字形状の
弾性片からなる応力吸収部４７ａが設けられている（図５参照）。
【００３１】
　かかる応力吸収部４７ａは、例えば基板４３やハウジング５０成形時の成形誤差に伴う
第１の軸部４７と前記被取付部との位置精度のバラツキによって、第１の軸部４７の外周
部の一部が前記被取付部の内壁部を押し付けるように第１の軸部４７が前記被取付部に取
り付けられたときに、第１の軸部４７の前記所定箇所に作用する応力を緩和（吸収）する
機能を有している。
【００３２】
　また、４つの側面部４６のうち、図４中、右方に位置する側面部４６の略中央部には、
第１の軸部４７と対をなすように略円柱状の第２の軸部４８が突出形成され、この第２の
軸部４８の先端側には駆動手段４２に備えられる後述する出力ギヤに噛み合う歯車部４８
ａが一体形成されている。なお、この場合、各軸部４７、４８の中心軸線は、図５に示す
ように、凹面鏡４１が駆動手段４２からの駆動力を受けて回転駆動する際の凹面鏡４１の
回転軸線ＲＡと一致しているものとする。
【００３３】
　また、各軸部４７、４８は、反射膜４４ａの形成される基板４３の前面部４４から所定
距離だけ離れた位置となる側面部４６箇所、この場合、前面部４４から数ミリ程度下側と
なる側面部４６の略中央部領域に設けられてなる。このように各軸部４７、４８を前面部
４４から離れた位置となる側面部４６の略中央部領域に設けることで、基板４３の射出成
形時に各軸部４７、４８付近となる前面部４４箇所に生じる歪みが防止され、前面部４４
に歪み変形のない基板４３を得ることができるというメリットがある。
【００３４】
　一方、駆動手段４２は、通電により駆動力を発生するステッピングモータ４２ａと、こ
のステッピングモータ４２ａの駆動軸４２ｂ先端に装着される出力ギヤ４２ｃとを備え、
この出力ギヤ４２ｃと第２の軸部４８先端に装着された歯車部４８ａとが噛み合うように
なっている。
【００３５】
　なお、詳細図示は省略するが、必要に応じて第２の軸部４８（例えば歯車部４８ａの配
設位置を除いた第２の軸部４８箇所）に前述した応力吸収部４７ａに相当する応力吸収部
を設けてもよい。かかる第２の軸部４８に設けた応力吸収部は、例えば出力ギヤ４２ｃや
歯車部４８ａの位置精度のバラツキに伴い第２の軸部４８に作用する応力を緩和（吸収）
する機能を有する。
【００３６】
　また、この場合、図５に示すように、ハウジング５０に一体形成された後述する支持体
が、駆動手段４２の主要部を構成するステッピングモータ４２ａを不動状態に固定支持し
ている。つまり、第２の軸部４８は、その先端に装着される歯車部４８ａと、この歯車部
４８ａに噛み合い固定される出力ギヤ４２ｃを備えた駆動手段４２とを通じてハウジング
５０に固定される構成となる。
【００３７】
　ハウジング５０は、例えば黒色の遮光性合成樹脂材料からなり、略箱型形状に形成され
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、その内部空間である空間部５１に液晶表示器２０や第１、第２反射器３０、４０を保持
して収容するものであり、第２反射器４０における凹面鏡４１の配設位置の上部（フロン
トガラス１３側）が開口する開口窓部５２を備えてなる。
【００３８】
　またハウジング５０には、開口窓部５２を塞ぐように透光部である透光性カバー５３が
配設されてなる。かかる透光性カバー５３は、透光性の合成樹脂材料（例えばアクリル樹
脂）からなり、湾曲形状（曲面形状）に形成され、凹面鏡４１で反射された表示光Ｌが透
過（通過）する光透過性部材としての機能を有している。つまり、凹面鏡４１によって反
射された表示光Ｌは、ハウジング５０に形成された透光性カバー５３を通じてフロントガ
ラス１３に投影され、これにより虚像Ｖの表示が運転者１４に対し行われることになる。
【００３９】
　さらに、この場合、ハウジング５０には、空間部５１側（第２反射器４０側）に向けて
ボス部５４と支持体５５とが一体形成されており（図５参照）、ボス部５４は、凸部形状
からなり、その先端部には取付部である第１の軸部４７を取り付ける（軸支する）ための
窪み形状からなる軸支部としての被取付部５４ａが設けられている。かかる被取付部５４
ａの開口寸法は、第１の軸部４７の径寸法と略等しくなっている。また支持体５５は、ボ
ス部形状からなり、その先端部にてステッピングモータ４２ａを載置してなる。
【００４０】
　ここで、ハウジング５０と、反射ミラー４１の母材である基板４３とに着目した場合、
前面部４４を除いた基板４３の所定箇所である基板４３の側面部４６には、反射膜４４ａ
形成後の基板４３（つまり反射ミラー４１）をハウジング５０に設けられた被取付部５４
ａに取り付けるための取付部である第１の軸部４７が設けられている。具体的には、第１
の軸部４７が、ハウジング５０に形成された軸支部としての凹部形状からなる被取付部５
４ａに軸受け支持され、これにより反射ミラー４１がハウジング５０に取り付けられる状
態となる。
【００４１】
　そして、反射ミラー４１がハウジング５０に取り付けられた状態で、ステッピングモー
タ４２ａが駆動すると、ステッピングモータ４２による駆動力が、出力ギヤ４２ｃを介し
て歯車部４８ａに伝達する。かかる歯車部４８ａへの動力（駆動力）の伝達に伴い、歯車
部４８ａが回転軸線ＲＡを中心として回転し、これにより凹面鏡４１が、回転軸線ＲＡを
中心として所定角度だけ回転（回動）する構成となっている。
【００４２】
　この際、第１の軸部４７や被取付部５４ａの前記位置精度のバラツキによって、第１の
軸部４７における前記先端部の外周部の一部が被取付部５４ａの内壁部と接触しながら、
第１の軸部４７の前記先端部が被取付部５４ａの内部を回転移動し、第１の軸部４７に不
要な応力が加わった場合には、応力吸収部４７ａ自体が変形する。この変形により不要な
応力が吸収されるため、第１の軸部４７の前記先端部を被取付部５４ａ内にて従来よりも
スムーズに回転させることができ、凹面鏡４１の回転動作に悪影響を与える虞がなくなる
。
【００４３】
　以上のように本実施形態では、樹脂からなる基板４３の前面部４４に反射膜４４ａが形
成された凹面鏡４１を少なくとも有し、前面部４４を除いた基板４３の所定箇所である基
板４３の側面部４６に凹面鏡４１をハウジング５０に設けられた被取付部５４ａに取り付
けるための取付部である第１の軸部４７を設け、この第１の軸部４７には、第１の軸部４
７が被取付部５４ａに取り付けられた際に、第１の軸部４７に作用する応力を吸収する応
力吸収部４７ａが設けられているものである。
【００４４】
　従って、第１の軸部４７や被取付部５４ａの前記位置精度にバラツキが生じ、第１の軸
部４７を被取付部５４ａに組み付けた際に第１の軸部４７に本来不要な応力が加わった場
合であっても、この不要な応力が応力吸収部４７ａ自体の変形によって吸収されるため、
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第１の軸部４７の前記先端部を被取付部５４ａ内にて従来よりもスムーズに回転させるこ
とができ、凹面鏡４１の回転動作に悪影響を与える虞がなくなる。
【００４５】
　また本実施形態では、応力吸収部４７ａが略Ｕ字形状の肉薄弾性片にて形成されている
例について説明したが、応力吸収部４７ａの形状は前記位置精度のバラツキに伴い第１の
軸部４７を被取付部５４ａに組み付けた際に第１の軸部４７に発生する不要な応力を吸収
可能な形状であればあらゆる形状を採用することができ、例えば本実施形態の変形例とし
て図６に示すように第１の軸部４７の略中央部にＶ字状の切り欠き部を設け、この切り欠
き部に対応する第１の軸部４７箇所を応力吸収部４７ａとする構成としてもよい。なお、
応力吸収部４７ａの剛性は、応力吸収部４７ａを除いた第１の軸部４７箇所の剛性よりも
低くなっていることが望ましい。
【００４６】
（第２実施形態）次に、本発明の第２実施形態を図７に基づいて説明するが、前述の第１
実施形態と同一もしくは相当個所には同一の符号を用いてその詳細な説明は省略する。こ
の第２実施形態においては、前面部４４を除いた基板４３の所定箇所である基板４３の背
面部４５に前記第１実施形態にて採用した第１の軸部（取付部）４７に相当する第１の軸
部４９を設け、この第１の軸部４９がハウジング５０に一体形成されたボス部５６の被取
付部５６ａに取り付けられた構成となっている。
【００４７】
　第１の軸部４９は、図７に示すように背面部４５の左端側から第２の軸部４８の突出方
向とは逆方向に向けて突出形成された略円柱形状の突出部からなり、その軸線方向は、第
２の軸部４８（またはステッピングモータ４２ａの駆動軸４２ｂ）の軸線方向と略平行と
なっている。また、第１の軸部４９の略中央部には前記第１実施形態にて採用した応力吸
収部４７ａと同一形状、同一機能を有する応力吸収部４９ａが設けられている。
【００４８】
　またハウジング５０には、前記第１実施形態にて採用したボス部５４と略同一形状をな
すボス部５６が凹面鏡４１側に向けて一体形成されており、このボス部５６の先端に設け
られた窪み形状からなる軸支部としての被取付部５６ａに第１の軸部４９が軸支された構
成となっている。
【００４９】
　かかる第２実施形態によれば、前記第１実施形態と同様に第１の軸部４９や被取付部５
６ａの位置精度にバラツキが生じ、第１の軸部４９を被取付部５６ａに組み付けた際に第
１の軸部４９に本来不要な応力が加わった場合であっても、この不要な応力が応力吸収部
４９ａ自体の変形によって吸収されるため、第１の軸部４９の先端部を被取付部５６ａ内
にてスムーズに回転させることができ、凹面鏡４１の回転動作に悪影響を与える虞がなく
なる。
【００５０】
（第３実施形態）次に、本発明の第３実施形態を図８に基づいて説明するが、前述の第１
実施形態と同一もしくは相当個所には同一の符号を用いてその詳細な説明は省略する。こ
の第３実施形態においては、凹面鏡４１を保持する略矩形状の合成樹脂からなるミラーホ
ルダ（保持部材）６０を設け、この射出成形によって成形されるミラーホルダ６０におけ
る４つの側面部６１のうち１つの側面部６１（例えば図８中、左方に位置する一側面部６
１）に前記第１実施形態にて採用した第１の軸部４７に相当する第１の軸部（取付部）６
２を設けるとともに図８中、右方に位置する一側面部６１に前記第１実施形態にて採用し
た第２の軸部４８に相当する第２の軸部６３を設けた構成となっている。
【００５１】
　そして、第１の軸部６２は、その先端部がボス部５４に設けられた被取付部５４ａに取
り付けられるとともに、この先端部を除いた第１の軸部６２の所定箇所（例えば第１の軸
部６２の略中央部）には、前記第１実施形態にて採用した応力吸収部４７ａと同一形状、
同一機能を有する応力吸収部６２ａが設けられている。また第２の軸部６３の先端側には
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、前記第１実施形態にて採用した歯車部４８ａに相当する歯車部６３ａが一体形成されて
いる。
【００５２】
　なお、この場合、基板４３との当接箇所であるミラーホルダ６０の前面部、並びにこの
前面部とは反対側となるミラーホルダ６０の背面部は、ともに凹面形状となっており、ま
たミラーホルダ６０は、所定の固着手段を用いて基板４３（凹面鏡４１）に固着されてい
る。
【００５３】
　かかる第３実施形態によれば、凹面鏡４１を保持するミラーホルダ６０を備え、基板４
３との当接箇所を除いたミラーホルダ６０の所定箇所であるミラーホルダ６０の側面部６
１に、ミラーホルダ６０をボス部５４ａの被取付部５４ａに取り付けるための取付部であ
る第１の軸部６２を設け、第１の軸部６２には、第１の軸部６２が被取付部５４ａに取り
付けられた際に、第１の軸部６２に作用する応力を吸収する応力吸収部６２ａが設けられ
ている。
【００５４】
　従って、凹面鏡４１を保持するように凹面鏡４１とは別部材にて形成されたミラーホル
ダ６０並びにハウジング５０の成形誤差によって第１の軸部６２や被取付部５４ａの位置
精度にバラツキが生じ、第１の軸部６２を被取付部５４ａに組み付けた際に第１の軸部６
２に本来不要な応力が加わった場合であっても、この不要な応力が応力吸収部６２ａ自体
の変形によって吸収されるため、第１の軸部６２の先端部を被取付部５４ａ内にてスムー
ズに回転させることができ、前記第１実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００５５】
　また本第３実施形態では、ミラーホルダ６０の一側面部６１に第１の軸部６２が突出形
成されている例について説明したが、例えば第３実施形態と前記第２実施形態とを組み合
わせた構成、つまり詳細図示は省略するが基板４３との当接箇所を除いたミラーホルダ６
０の所定箇所であるミラーホルダ６０の背面部左端側に、第２の軸部６３の突出方向とは
逆方向に向けて突出するように第１の軸部を設け、この第１の軸部がハウジングに設けら
れた被取付部に取り付けられる構成としてもよい。
【００５６】
　また前記各実施形態では、反射ミラーとして凹面鏡４１を採用した例について説明した
が、例えば凹面鏡４１に代えて、凸面鏡や平面鏡を採用してもよい。
【００５７】
　なお前記各実施形態では、液晶表示素子２２から発せられる表示光Ｌが、フロントガラ
ス１３に投射される例について説明したが、例えばフロントガラス１３に表示光Ｌを良好
に運転者１４方向に反射させるコンバイナフィルムを設けてもよいし、あるいはフロント
ガラス１３とは別の専用の反射体に表示光Ｌを投射する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１２　　表示装置
　２０　　液晶表示器
　３０　　第１反射器
　４０　　第２反射器（ミラーユニット）
　４１　　凹面鏡（反射ミラー）
　４２　　駆動手段
　４２ａ　ステッピングモータ
　４２ｃ　出力ギヤ
　４３　　基板
　４４　　前面部（第１の凹面）
　４４ａ　反射膜
　４５　　背面部（第２の凹面）
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　４６、６１　側面部
　４７、４９、６２　第１の軸部（取付部）
　４７ａ、４９ａ、６２ａ　応力吸収部
　４８、６３　第２の軸部
　４８ａ、６３ａ　歯車部
　５０　　ハウジング
　５４、５６　ボス部
　５４ａ、５６ａ　被取付部
　５５　　支持体
　６０　　ミラーホルダ（保持部材）
　　Ｌ　　表示光
　ＲＡ　　回転軸線

【図１】
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【図３】

【図４】
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